
▶ 令和２年３月１日から令和３年２月28日までの間に有効期間
が満了する方について、有効期間をそれぞれ１年間延長します。

▶ 受給者証の再発行の有無などについては、受給者証の発行自
治体からのお知らせ（※）やホームページ等を確認してください。
※ 延長措置に関する対応の詳細については、例年多くの自治体から郵送等して
いる「医療費助成の更新申請のお知らせ」と同様の方法により、延長の対象者
に周知するよう、厚生労働省から各自治体に要請しています。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、

難病及び小児慢性特定疾病の

医療費助成の有効期間を自動で１年延長します。

●有効期間の延長措置の詳細

✔ 対象者：令和２年３月１日から令和３年２月28日までの間に受給者証の
有効期間が満了する方（※居住地によらず全国の方が対象）

✔ 延長期間：１年間

※ 延長後の有効期間の満了日は、「令和２年３月１日時点で有効であった受給
者証」の有効期間の満了日に１年を加えた日となります。

（例）現在お持ちの受給者証の有効期間の満了日：令和２年９月30日

延長後の有効期間の満了日：令和３年９月30日

●所得など申請事項に変更があった方について

✔ 受給者証の記載事項等に変更が生じた場合（平成30年から令和元年にか
けて所得が大きく減少した場合など）は、「変更申請」を行ってください。

※ 原則として診断書の取得は不要です（支給認定を受けたことのない指定難
病に新たに罹患した場合を除く）。

※ 外出自粛要請等を踏まえ、可能な限り、郵送等による手続をお願いします。

●既に令和２年度の医療費助成の申請書を提出された方について

✔ 対象者のうち、既に申請書を提出いただいた方についても、上記の対象
者の要件に該当する場合は、延長措置の対象となります。

※ 申請取下げなどの手続の要否については、申請先の自治体にお問い合わ
せください。

診断書の取得等は不要です！


